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つちはし事務所通信 
発行：つちはし社会保険労務士事務所 

〒770-0815  徳島市助任橋 3-3-1 田村ビル 

TEL 088-611-5558   FAX  088-611-5580 

Email：sr@tsuchihashi-siki.com 発行日： 2021 年 7 月 1 日 

「出生時育児休業の創設」などを盛り込んだ育児・介護休業法等の改正法

      令和３年の通常国会において、出生時育児休業の創設などを盛り込んだ「育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」が

成立しました。 

企業実務に影響がある改正事項が含まれていますので、施行期日を含め、改正の全体像を確認しておき

ましょう。 

･･････････････････････令和３年国会で成立した育児・介護休業法等の改正の全体像･･････････････････････ 

●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 

【育児・介護休業法の改正】 

  子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔

軟な育児休業の枠組み〔出生時育児休業〕を創設する。 

＜出生時育児休業の特徴＞ 

① 休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。  

② 分割して取得できる回数は、２回とする。 

③ 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意

により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能と

する。 

〔施行期日：令和３年６月９日から１年６か月を超えない範囲内で政令で定める日〕 

 

●育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意

向確認の措置の義務付け【育児・介護休業法の改正】 

  次の措置を講ずることを事業主に義務付ける。 

① 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置 

② 妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休

業の取得意向の確認のための措置 

〔施行期日：令和４年４月１日〕 

 

●その他の改正【育児・介護休業法の改正及び雇用保険法の改正】 

① 育児・介護休業法において、育児休業の分割取得、育児休業の取得状況の公表の義務付け、有

期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和などの改正を行う。 

② 雇用保険法において、育児休業給付に関する所要の規定の整備を行う。 

★この改正の施行に向けて、就業規則（育児・介護休業規程）の変更が必要となります。令和４年度か

ら段階的に施行されますので、早めに準備しておきましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとがき◆つちはし事務所より 

★先月お知らせした雇用調整助成金の特例措置について、令和 3 年 5 月・6 月まで延長とお知らせしま

したが、再度令和 3 年 7 月まで延長されることが決定し、さらに８月まで延長されることになりそう 

 です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大にまだ収束の目途が立たない中、旅行業や飲食店さん等の 

 苦境も長引くばかりです。1 日も早い収束を、七夕様にもお願いしたいと思います。 

★毎年、7 月 1 日から 10 日（今年は 12 日）までの、社会保険の一大イベントといえば、算定基礎届 

 の提出業務です。4 月 5 月 6 月に支払った報酬の平均額で今年の 9 月以降 1 年間の社会保険料を決

定するという大事な届け出ですが、昨年より新型コロナの影響で著しく報酬が 

下がった場合の特例なども新設されています。当事務所で提出代行させて 

頂いているお客様には、該当しそうな場合にご案内してますが、それ以外の 

お客様で気になる方はつちはし事務所までお問い合わせください。 

★また、今年から算定基礎届や賞与支払い届の総括表が廃止となっています。 

手続き等で不明な点は、つちはし事務所までお問い合わせください。 

発行：つちはし社会保険労務士事務所 TEL 088-611-5558 FAX 088-611-5580 

傷病手当金や保険料免除の見直しを盛り込んだ健康保険法等の改正法
令和３年の通常国会において、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための 
健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。企業実務に影響がある改正

事項も含まれていますので、施行期日を含め、改正の全体像を確認しておきましょう。 

･････････････････････････令和３年国会で成立した健康保険法等の改正の全体像･････････････････････････ 

●後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し【高齢者医療確保法】  

 後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定所得以上  

(※) であるものについて、窓口負担割合を２割とする。  

※課税所得が 28 万円以上かつ年収 200 万円以上（単身世帯の場合。複数世帯の場合は後期高齢者の

年収合計が 320 万円以上）を予定。経過措置も含め、政令で規定。  

〔施行期日：令和４年 10 月１日から令和５年３月１日までの間において政令で定める日〕  

●傷病手当金の支給期間の通算化【健康保険法、船員保険法】  

 傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して

支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。                                   

〔施行期日：令和４年１月１日〕  

●育児休業中の保険料の免除要件の見直し【健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法等】  

 短期の育児休業の取得に対応して、月内に２週間以上の育児休業を取得した場合には当該月

の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については１か月を超える育児休業を取得し

ている場合に限り、免除の対象とすることとする。                                       

〔施行期日：令和４年 10 月 1 日〕  

★この改正法による改正事項の中で最も注目を集めているのは、後期高齢者医療における窓口負担割

合の見直しですが、企業実務を考えると傷病手当金の支給期間の通算化と育児休業中の保険料免除要

件の見直しが重要といえます。これらについては、改めて紹介させていただきます。 

共働夫婦の子どもを健康保険の扶養にする際の判断基準 

現在共働夫婦の子どもを健康保険の扶養にする際、被扶養者の届け出を提出する日の「前年分」について、

年間収入の多い方の被扶養者とすることとが原則となっています。夫婦双方の年間収入が「同程度」の場合

には、主として生計を維持するほうの被扶養者とすることができます。 
2021 年 8 月 1 日から上記の基準が少し変わる通知が発表になりました。「同程度」が「夫婦双方の年間収入

の差が、年間収入の多い方の 1 割以内」に変更になります。また、被扶養者の届出をする「前年の年間収

入」で判断することになっているものが、「過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後１年間の収

入を見込んだもの」で判断することになります。これらの他にも配偶者が公務員の場合や、自営業の場合の

考え方についても基準が明確に整理されています。該当の方がいらっしゃる場合はお問い合わせ下さい。 


